赤い羽根共同募金　まちづくり活動応援助成事業実施要綱
（目的）

第１条　赤い羽根共同募金の配分金を活用し、地元住民による地域を元気にする活動について助成を行い、暮らしやすいまちづくりを応援する。
（対象団体）

第２条　助成の対象は宍粟市内において活動している団体・グループとし、１０団体までとする。
（対象となる活動）

第３条　次のいずれかに該当する活動に対して助成する。ただし、本年度中に宍粟市社会福祉協議会（以下、本会という）からの助成を受けている事業は対象外とする。
(1) 共に生きるまちづくりのための交流事業
（世代間交流、障がい児・者との交流、ひとり暮らし高齢者の交流など）
(2) 地域を支えるひとづくりのための事業
（研修会、団体の立ち上げ費用など）
(3) やさしいまちづくりのための環境整備事業

（小地域福祉活動に必要な機器の購入など）
(4) 上記の他、地域を元気にする先駆的な活動として、本会会長が認めた事業
（助成金額）

第４条　上限を５０，０００円とし、事業にかかる経費のうち当該助成額が事業費全体の８割以内であることとする。
（対象外経費）
第5条　次の経費は当該助成金の経費として対象外とする。
1 人件費（給与、手当など）
2 事務所費（事務所の借上げ料など）
3 飲食費（団体・グループ構成員の飲食費、会議費など）

4 寄付金等（他者、他団体に対する寄付金、会費など）

（助成金の申請）

第６条　助成金の交付を受けようとするものは、本会が定めた期日までに助成申請書（様式第１号）を提出するものとする。申請書が提出された後、本会は交付審査委員会を開き、助成金の交付を決定し、交付決定通知（様式第２号）を送付するものとする。
（助成金の交付）

第７条　会長は、前条の交付決定を受けたものに対し、助成金を交付するものとする。

２　助成金の交付を受けたものは、指定する期日までに事業報告（様式第３号）と実施したことの分かる写真データを提出するものとする。

３　虚偽または不正な手段によって助成金の交付を受けたものは助成金の全部または一部を返還させるものとする。

（会計年度）

第８条　この事業の会計年度は、４月１日から翌年の３月３１日とする。
（その他）

第９条　この要綱に定めない事項で必要が生じたときは、別に社協会長が定める。

附　　則

　この要綱は、平成２１年１０月１日より施行する。

